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２０２０年度青年部定期大会について 
 

 学校再開から 1 ヶ月以上がたちました。コロナ禍において「新しい生活様式」の必要性が叫ばれる中、

先生方におかれましては、日々教育活動に奮闘しておられることにあらためて敬意を表します。 

さて、青年部の定期大会を下記の日程で開催いたします。換気や参加者の距離を確保するなど、新型

コロナウイルス感染防止への対応を十分に行った上での実施となります。 

クラブ指導手当の問題や若年講師のみなさんの正規採用要求、年齢格差の是正など、青年教職員が抱

える問題点について議論を深める機会とし、また今後の青年部のあり方についても論議・検討していけ

たらと考えています。様々な要求実現に向け、また明るく元気の出る青年部活動を目指し、充実した議

論が出来ますよう、以下の取り組みをお願いいたします。 

 
記 

１．定期大会について 

日   時： 8月 8日（土）（14：30 受付開始） １５：００ ～ １７：００ 

場   所： 松本市勤労者福祉センター 2-1会議室 （〒390-0811 長野県松本市中央 4-7-26） 

日   程： １） 開会行事 

２） 議事（昨年度の活動総括、今年度の活動方針、今年度の要求について、など） 

３） 情報交流・意見交換 

４） 閉会行事（終了予定時刻 17：00 頃） 終了後懇親会を行います。（18:00～） 

         ※ 例年よりも短時間での実施を予定しています。 

参 加 要 請：各分会１名（以上）の選出をお願いいたします。（交通費を支給します） 

      青年部長を中心に、都合がつかない場合は他の青年部員で代理をたててください。 

              どうしても出席できない場合は、同封の議決権行使書で書面議決の手続きをしてください。 

２．書面議決について 

「書面議決」＝ 同封の「葉書（書面）」によって議決権を行使し、大会議案に対する意思表示をすること。 
 定期大会に出席できない青年部長は、以下の手順で書面議決の手続きを行ってください。 

 ① 議案書を分会で討議したのち、各議案の「賛成・反対・保留」のいずれかにマル印を付ける。 

② 議決権行使日・分会名・署名捺印のうえ、本部宛に返送する。 

３．交流会について 

大会終了後に交流会を企画しています。交流会のみの参加も歓迎です。奮ってご参加ください。 

日   時： 8月 8日（土） 18：00 より 

場   所： 現在検討中 

会   費： 3000 円 
宿泊を希望される方は裏面「宿泊希望」欄に○をしてください。宿泊費は青年部で負担します。 

参加につきましては、裏面の「FAX 送信票」にてご連絡をお願いします 



ＦＡＸ送信票  FAX 026-234-2219 まで送信してください

メールの場合はこちらまでお送りください。seinen.nagano-h@educas.jp → 

 

２０２０年度 青年部定期大会参加者報告用紙 

分 会 名 
 

報 告 者 名 
 

 

大会に参加される方のお名前を記入してください。青年部長が出席できない場合には、

代理の方の参加をお願いします。 
 

参 加 者 氏 名 定期総会 
（○×） 

議決権行使書 
  ※ 

交流会参加 
（○×） 

宿泊希望 
（◯×） 

 
    

 
    

 
    

 ※どうしても出席できない場合は上表「議決権行使書」欄に○をつけ、参加者報告用紙とともに本部へお送りください。 

 
（以下に、普段困っていることや疑問に思っていること、定期大会で発言したいことなどを書いてくだ

さい。あまり堅苦しく考えず、思いつくことを気軽にお書きいただければ結構です。当日参加できない

場合でも県教委交渉での要求として取り上げていきたいと思いますので、自由にお書きください。） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
報告締め切り：７月２９日（水）  ※書面議決行使書についても同日 
報 告 先 ：長野県高等学校教職員組合   

担    当 ：遠藤 新楽 


